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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第88期
第３四半期
連結累計期間

第89期
第３四半期
連結累計期間

第88期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (百万円) 86,308 82,039 111,055

経常利益 (百万円) 5,293 3,207 5,334

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,085 1,681 2,933

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,085 1,681 2,933

純資産額 (百万円) 60,201 61,367 60,048

総資産額 (百万円) 94,316 93,632 93,504

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 34.09 18.57 32.41

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.83 65.54 64.22

　

回次
第88期
第３四半期
連結会計期間

第89期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 7.85 0.27

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．第88期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理している。

４. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式がないため記載していない。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ない。また、主要な関係会社における異動もない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成23年12月16日開催の取締役会において、日産自動車株式会社（以下、「日産自動車」とい

う。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）

を行うことを決議し、同日付けで株式交換契約（以下、「本株式交換契約」という。）を締結した。

本株式交換の概要は、以下のとおりである。

(1) 本株式交換の目的

当社は、日産グループ内で、エンジン及びマニュアル・トランスミッションに特化した開発・生産会

社であり、最近では、日産自動車とルノーが共通の世界戦略エンジンと位置づける小型エンジンについ

て、一部の開発機能を有する国内生産拠点であると同時に、同エンジンの世界生産展開におけるマザー

工場・部品供給拠点として、また、日産グループにおけるマニュアル・トランスミッションの唯一の開

発・国内生産拠点としてグループの成長に大きく貢献してきた。

一方、日産自動車は、新規の市場とセグメントを含む世界市場での成長を加速させることを主眼に置

いた、広範に亘る６カ年の中期経営計画「日産パワー88」を先日発表した。

日産グループは、ますます激化する燃費競争の中で、厳しさを増すCO2規制に対応しながら、その性能

・品質・コストで他社を凌駕するパワートレインの開発を加速することが求められてる。また生産面

においては、海外、特に新興各国への事業拡大を進めていく上で、パワートレインの現地化を含め、各市

場の要求にスピーディに対応していくことが今後の課題となっている。中国、インド、ロシア、ブラジ

ル、インドネシアといった新興国市場で同時に事業の展開拡大を目指す為には、まさに今からグループ

内の力を結集して取り組むことが必要である。

これらの課題の解決の為に、当社は、日産自動車との役割分担の見直しやグループ内のリソースの有

効活用といった方策を、より迅速に実行に移すことが必要であり、日産自動車による当社の完全子会社

化が最適と判断した。

　

(2) 本株式交換の概要

①本株式交換の方法及び内容

本株式交換契約に基づき、平成24年３月22日を効力発生日として、日産自動車は本株式交換によ

り、当社の普通株式１株に対して、日産自動車の普通株式0.4株を割当て交付する。ただし、日産自動

車が保有する当社の普通株式37,560,900株（平成23年12月末現在）については、本株式交換による

株式の割当ては行わない。なお、当社は、効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、本

株式交換の効力発生直前時（以下、「基準時」という。）において有するすべての自己株式（平成23

年12月末現在133,515株）（本株式交換に関する会社法第785条に基づく当社株主の株式買取請求に

応じて取得する株式を含む）を基準時までに消却する予定である。

本株式交換は、日産自動車については会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続き

により株主総会の承認を得ずに、当社については平成24年２月17日開催予定の臨時株主総会におい

て承認を受けたうえで、平成24年３月22日を効力発生日として行われる予定である。
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②本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

本株式交換の株式交換比率（以下、「本株式交換比率」という。）の公正性を確保するため、両社

がそれぞれ別個に両社から独立した第三者算定機関に本株式交換比率の算定を依頼することとし、

当社はみずほ証券株式会社（以下、「みずほ証券」という。）を、日産自動車は三菱ＵＦＪモルガン

・スタンレー証券株式会社（以下、「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー」という。）を、本株式交換

比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定した。

みずほ証券は、日産自動車については、日産自動車株式が金融商品取引所に上場しており、時価総

額が大きく取引市場での流動性も高いことから、市場株価基準法により十分に適正な結果が得られ

ると判断されたため、主として市場株価基準法を採用して算定を行った。当社については、当社株式

が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価基準法を、また将来の事業

活動の状況を評価に反映させるため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー分析を、それぞれ採

用して算定を行った。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーは、日産自動車については、日産自動車株式が金融商品取引所に

上場しており、時価総額が大きく取引市場での流動性も高いことから、市場株価分析により十分に適

正な結果が得られると判断されたため、主として市場株価分析を採用して算定を行った。当社につい

ては、当社株式が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価分析を、ま

た比較可能な上場類似企業が複数存在し、類似企業比較分析による株式価値の類推が可能であるこ

とから類似企業比較分析を、加えて将来の事業活動の状況を評価に反映させるため、ディスカウン

テッド・キャッシュ・フロー分析を、それぞれ採用して算定を行った。

それぞれの第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に慎重に検討し、両

社間で交渉・協議を重ねた結果、両社は、本株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益を損

ねるものではないとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことにつき、両者

間で本株式交換契約を締結した。

　

(3) 株式交換完全親会社となる会社の概要

商号 日産自動車株式会社

本店の所在地 神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地

代表者の氏名 取締役社長  カルロス  ゴーン

資本金の額 605,814百万円（平成23年３月31日現在）

事業の内容 自動車等の開発・製造・販売

　

EDINET提出書類

愛知機械工業株式会社(E02165)

四半期報告書

 4/18



　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものである。

　
(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比4.9％減の82,039百万円となった。

  売上高を製品別にみると、エンジンについては、日産自動車株式会社の欧州向け「ジューク」「キャ

シュカイ」搭載分などが好調に推移したものの、新型「マーチ」用エンジンの組立がタイに移管され

たことなどにより、前年同期比20.5％減の35,067百万円となった。

  マニュアルトランスミッションについては、日産自動車株式会社の欧州向け「キャシュカイ」搭載

分が増加したものの、プロトン社向けマニュアルトランスミッションが生産終了したことなどにより、

前年同期比6.0％減の14,000百万円となった。また、自動車部分品ほかについては、日産自動車株式会社

の新型「マーチ」用部分品及び電気自動車「リーフ」用減速機が立ち上がったことなどにより、前年

同期比20.7％増の32,971百万円となった。

  損益面においては、コスト低減などの効率化・合理化に取り組んだものの、売上高の減少などによ

り、営業利益は前年同期比39.5％減の3,210百万円、経常利益は前年同期比39.4％減の3,207百万円、四

半期純利益は前年同期比45.5％減の1,681百万円となった。

　
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

　
(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の自動車関連事業における研究開発活動の金

額は76百万円である。

  なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はな

い。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 250,000,000

計 250,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 90,655,636 90,655,636

東京証券取引所
（市場第一部）
名古屋証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
1,000株である。

計 90,655,636 90,655,636― ―

(注)  発行済株式のうち200,000株は、昭和27年11月１日愛知起業株式会社より賠償指定解除機械設備(10百万円)の現

物出資を受けて発行したものである。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年10月１日～
平成23年12月31日

― 90,655 ― 8,518 ― 12,345

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年9月30日)に基づく株主名簿による記載

をしている。

① 【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 132,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

90,175,000
90,175 ―

単元未満株式 普通株式 348,636
　

― ―

発行済株式総数 90,655,636 ― ―

総株主の議決権 ― 90,175 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式750株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
愛知機械工業株式会社

名古屋市熱田区川並町
２番12号

132,000 ― 132,000 0.14

計 ― 132,000 ― 132,000 0.14

(注)  当第３四半期会計期間末日現在の自己株式は、133,000株である。

　

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成している。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 64 88

受取手形及び売掛金 13,123 14,939

商品及び製品 315 248

仕掛品 4,060 3,418

原材料及び貯蔵品 680 600

預け金 16,103 18,164

その他 4,704 5,126

貸倒引当金 △16 △17

流動資産合計 39,036 42,567

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 9,088

※２
 9,131

機械装置及び運搬具（純額） ※２
 30,071

※２
 28,800

土地 6,094 6,094

建設仮勘定 2,530 878

その他（純額） ※２
 2,107

※２
 1,647

有形固定資産合計 49,892 46,552

無形固定資産 143 125

投資その他の資産 4,432 4,386

固定資産合計 54,468 51,064

資産合計 93,504 93,632
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,160 13,647

未払費用 5,766 5,291

未払法人税等 1,274 1,288

製品保証引当金 2,280 1,750

その他 3,192 2,633

流動負債合計 25,674 24,611

固定負債

製品保証引当金 1,746 1,765

退職給付引当金 5,221 5,261

その他 813 626

固定負債合計 7,781 7,653

負債合計 33,455 32,264

純資産の部

株主資本

資本金 8,518 8,518

資本剰余金 12,345 12,345

利益剰余金 39,223 40,543

自己株式 △38 △38

株主資本合計 60,048 61,367

純資産合計 60,048 61,367

負債純資産合計 93,504 93,632
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 86,308 82,039

売上原価 77,762 75,551

売上総利益 8,545 6,487

販売費及び一般管理費 3,237 3,277

営業利益 5,308 3,210

営業外収益

受取利息 17 35

受取配当金 17 9

固定資産賃貸料 11 10

その他 5 10

営業外収益合計 51 65

営業外費用

支払利息 9 7

減価償却費 51 47

租税公課 3 9

その他 1 4

営業外費用合計 66 69

経常利益 5,293 3,207

特別利益

固定資産売却益 2 10

投資有価証券売却益 － 323

補助金収入 218 110

特別利益合計 221 444

特別損失

固定資産除却損 213 136

固定資産圧縮損 209 96

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43 －

特別損失合計 466 233

税金等調整前四半期純利益 5,048 3,417

法人税等 1,962 1,736

少数株主損益調整前四半期純利益 3,085 1,681

四半期純利益 3,085 1,681
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,085 1,681

四半期包括利益 3,085 1,681

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,085 1,681
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

  税金費用の計算

 
  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。  

　

【追加情報】

　

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用している。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

  １  保証債務

金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っている。

　

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

従業員 180百万円 135百万円

　

  ※２  過年度取得資産の補助金の受入による圧縮記帳累計額

　

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

建物及び構築物 49百万円 73百万円

機械装置及び運搬具 159百万円 230百万円

その他 0百万円 1百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３

四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 6,189百万円 6,416百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 181 2.00平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項なし。

　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 181 2.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年11月２日
取締役会

普通株式 181 2.00平成23年９月30日 平成23年12月１日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注) ３自動車関連事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 85,457 850 86,308 ― 86,308

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

573 952 1,526 △1,526 ―

計 86,031 1,803 87,835 △1,526 86,308

セグメント利益 5,116 170 5,287 20 5,308

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、不動産事業等を含んでい

る。

２  セグメント利益の調整額20百万円には、セグメント間取引消去20百万円が含まれている。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注) ３自動車関連事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 81,143 896 82,039 ― 82,039

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

608 1,342 1,950 △1,950 ―

計 81,751 2,238 83,990 △1,950 82,039

セグメント利益 3,033 150 3,184 26 3,210

(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、不動産事業等を含んでい

る。

２  セグメント利益の調整額26百万円には、セグメント間取引消去24百万円が含まれている。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

  １株当たり四半期純利益金額 34.09円 18.57円

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益(百万円) 3,085 1,681

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 3,085 1,681

    普通株式の期中平均株式数(千株) 90,526 90,523

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　
(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

EDINET提出書類

愛知機械工業株式会社(E02165)

四半期報告書

17/18



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月13日

愛知機械工業株式会社

取締役会  御中

　
　

新日本有限責任監査法人
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    太    田    建    司    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    渡    辺    眞    吾    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    水    野          大    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている愛知
機械工業株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、愛知機械工業株式会社及び連結子会社の平成
23年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管している。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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